
平成27年度 交通安全施設の整備
愛知県交通安全計画第９次計画（平成23
年度～27年度）の中で定めた目標としてい
る。

※　愛知県交通安全計画第９次計画（平成23年度～27年度）とは、交通安全対策法（昭和45年法律第110号）に基づき、愛知県が平成23年度に策定した
　総合的な交通安全対策であり、昭和46年度に始まる第１次計画から５か年ごとに策定し、平成23年度から27年度までは第９次計画となる。

　愛知県交通安全計画第９次計画に定める平成27年までに交通
事故死傷者数を年間55,000人以下との目標に寄与すべく、信号機
の高度化等の交通円滑化対策を推進する。

成果目標 達成年度 対応事業

平成２４年度地域自主戦略交付金に係る成果目標

備考


